
基本構想





1. 策定の趣旨

西東京市第２次基本構想は、平成16（2004）年３月に策定した第１次基本構想の理念や施策を踏まえつつ、

今後10年の西東京市のめざすべき将来像を描き、まちづくりをさらに一歩前へ進めるために策定するものです。

わが国の社会経済情勢はこの10年で大きく変動しました。平成20（2008）年のリーマン・ショックによる世界

的な景気の低迷やその後の円高による国際競争力の低下、長引くデフレや経済の停滞などによる税収の減少、

生活保護世帯の増加や超高齢社会の到来による社会保障関係経費の増大などの影響を受け、国と地方の財政は

一段と厳しい状況となっています。

こうした変化の激しい時代にあって、わたしたちのまち西東京市をさらに住みよいまちとして次世代に引き継い

でいくことは、今を生きるわたしたちの責任です。

そのため、第２次基本構想の策定においては、市民とともにこれまで10年間共有した深い思いである、わたした

ちの望み〔基本理念〕と理想のまち〔将来像〕は、まちづくりの礎であるとともに次のステージへの指針であると

考え、これを継承します。

さらに、東日本大震災の教訓から得た地域の助けあい・支えあいや人と人との絆の大切さを踏まえた上で、多様

化する市民ニーズや新たな課題の解決に向けた取組を着実に推進させることで、みんなの輝きを次世代につなぐま

ちづくりを進めます。

平成23（2011）年８月に地方自治法の一部を改正する法律の施行により市町村の基本構想策定の義務付けが

廃止されましたが、市の長期的なビジョンを示す必要性は変わりません。

今後もまちづくりを総合的かつ計画的に進めるために、基本構想を行政運営における市の長期的なビジョンとし

て位置づけ、基本計画と一体的に示した上で推進を図ります。
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（１）計画期間と目標年次

　基本構想は、平成26（2014）年度を初年度とし、平成35（2023）年度を目標年次とします。

（２）想定人口

　平成35（2023）年度における想定人口は、おおむね19万８千人とします。

　

本市の人口は、昭和55（1980）年以降一貫して増加してきました。国勢調査データによると、昭和55（1980）年に
158,235人であった人口は、30年後の平成22（2010）年に196,511人となり、38,276人（24.2％）の増となっていま
す。今後は、平成27（2015）年に200,374人に増加した後、減少に転じ、目標年次における平成35（2023）年における
人口予測は197,990人と推計されています。

〔「西東京市人口推計調査報告書」（平成23年12月）より〕

（３）土地利用について

本市は、武蔵野台地のほぼ中央にあり、東京都心の西北に位置し、面積15.85平方キロメートルで、地形はほぼ平坦

な地域です。

市内には、西武池袋線の２駅（保谷、ひばりヶ丘）と西武新宿線の３駅（東伏見、西武柳沢、田無）があり、区部に隣

接するため都心にも近く、都市部周辺における良好な住宅地が形成されています。

土地利用にあたり、戸建て住宅や集合住宅を中心とする住宅市街地については、公園・緑地などの整備を図りなが

ら良好な住環境を確保します。

また、駅周辺などの住宅、商業施設、事業所などが混在する複合的な市街地については、活力あるまちとして発展さ

せるため、商工業やサービス業などの経済に寄与する企業や商店の建物などの集積を図るなど、地域ごとの特性を活

かした土地利用を進めます。

なお、詳細な土地利用の方針などについては、都市計画マスタープランで定める地域別構想に基づき、地域に即した

きめ細かなまちづくりを進めていきます。

2. 計画のフレーム
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やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽しむ

第１次基本構想では、「住む地域とのつながり」をもち、「一人ひとりがいきいきと輝く」ことはどのような姿なの

かを考えました。

「まちを楽しむ」気持ちから住むまちに誇りや愛する気持ちが生まれ、そのことからお互いを思いやり尊重でき

る「やさしさ」や人と人とのコミュニケーションにあふれた「ふれあい」が息づくとして「やさしさとふれあいの西東

京に暮らし、まちを楽しむ」を基本理念としました。

第２次基本構想では、「やさしさ」や人と人との「ふれあい」は、人を思いやる心によって生まれ、このことは東日

本大震災の教訓として再認識した、地域の助けあい・支えあいや人と人との絆となって、地域における強い力となり

ます。

また、わたしたちがこのまちを愛し、「まちを楽しむ」ことから一歩前へ踏み出し、「みんなでまちをつくる」こと

に参画し、みんなが輝くことのできる魅力あるまちを築くことで、このまちに暮らす誇りを次世代へとつなげること

ができます。

　このような思いから、第２次基本構想においても、『やさしさとふれあいの西東京
に暮らし、まちを楽しむ』をわたしたちの望みとして、基本理念に掲げます。

3. わたしたちの望み〔基本理念〕
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『やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽しむ』という基本理念をかなえるために、４つの理想のまち

〔将来像〕を掲げます。

■ みんなでつながり支えあうまち
■ 豊かで明るい活気あるまち
■ 安全・安心でほっとやすらぐまち
■ ひと・もの・ことが育ち活かされるまち

このまちに暮らすことが誇りとなり、その誇りが次世代へ続くように「みんなの輝きを次世代につなぐ」という気持ち

を大切にして理想のまちをめざします。

4. 理想のまち〔将来像〕

４つの理想のまち〔将来像〕
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理想のまち〔将来像〕

みんなでつながり支えあうまちみんなでつながり支えあうまち

みんなでつながり支えあうまちは、人々がお互いを理解し、助けあい、支えあうことで、いつまでもこの

まちで暮らし続けたいと感じるようになります。

まちには行政だけでは解決につながらないさまざまな課題があります。みどりの保全や循環型社会の

実現、子どもや高齢者などの見守り、地産地消などの課題に対しては、みんなのつながりや支えあいが解

決への強い力となります。

この支えあいの活動においては、市民、企業、地域コミュニティ、ＮＰＯ、行政などのすべての存在が大

切な担い手であり、サポーターとなります。そして、それぞれがあらゆる可能性を広げ、つながることで協働

が推進され、個人では成しえなかった大きな力を生み出すこともできます。

この力は、次世代への新たな力となってまちの輝きへとつながります。

豊かで明るい活気あるまち豊かで明るい活気あるまち

豊かで明るい活気あるまちは、新しい何かが生まれるという、わくわくするような期待感に満ちあふれて

いて、人や企業、情報、ものが集まり、人のにぎやかな往来が生まれるようになります。

そこには、通勤・通学する人、農業や商工業に励む人、買い物やスポーツを楽しむ人、自然や文化に親し

む人など、さまざまな目的でまちを楽しむ人が集い、その人たちがお互いに情報を交換したり、交流したり

することで、まちの魅力を再発見することができます。

そのようなまちに近づくためには、人や企業、各種団体などが自由に活動できるよう、利便性の高い

公共交通や道路が整備され、さまざまな人が楽しみながら気軽に集える空間があることや、商店街や商

業施設などとともに暮らしに必要なサービスを提供するしくみがあり、活気ある産業が根づいているこ

とが必要です。

人を引きつけるまちの魅力を市内外にアピールすることは、新たなまちの活気の醸成となり、まちの魅

力につながります。
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安全・安心でほっとやすらぐまち安全・安心でほっとやすらぐまち

安全・安心でほっとやすらぐまちは、人々の心に安定感をもたらし、長くこの地で暮らしたいと感じる

ことができます。

公園や農地などの身近なみどりに心が癒され、散歩道を歩いて季節の移り変わりや地域の自然にふれる

ことで新たな発見をすることもできます。散歩に疲れたら、子どもの声が聞こえる公園でひと休みし、近所の

人たちとおしゃべりをするなど、人と人との交流も生まれます。商店街では、親しい人と一緒に買い物をし

たり、行きつけの店の人との会話を楽しんだりすることもできます。また、市民が集まる場所では、お互いが

共通の話題で気軽に話すことができ、新たな出会いへとつながります。

そのようなまちに近づくには、心やすらぐ自然環境や気軽に集える空間、安全なまちなみや道路、安心

できる住環境が整備されるとともに、犯罪などが発生しにくい環境づくりや防災・減災のための取組が

大切です。

人々のコミュニケーションやふれあいの広がりは、まちを愛する気持ちにつながります。

ひと･もの･ことが育ち活かされるまちひと･もの･ことが育ち活かされるまち

ひと・もの・ことが育ち活かされるまちは、生きがいをもって働き、学び、日々の暮らしを楽しむことがで

きます。

わたしたちの生活には、友人や仲間、家族などの「ひと」、通勤・通学のための交通基盤や道路網、憩いの

場や学習の場、身近で活動するための施設、商店街や商店、文化芸術や歴史資源などの「もの」、趣味や学

習をする機会、スポーツ・レクリエーションをする機会、人との交流の機会、ボランティア活動をする機会な

どの「こと」が必要です。

そのようなまちに近づくには、みんながまちを楽しむ「こと」に参加して、まちづくりや自分たちの住んで

いる地域に興味をもち、今ある「もの」を活かしつつ新しい「もの」を創出し、そこに暮らし活動する「ひと」

を育みつなげるしくみが大切です。

「ひと」「もの」「こと」が身近にある生活をおくることは、新たな価値の創造や魅力の発見となり、このま

ちで暮らす誇りにつながります。
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４つの理想のまち〔将来像〕の実現には、めざす理想と現実との差を「まちづくりの課題」として認識し、明確に

する必要があります。基本構想の計画期間（10年間）を見据え、市を取り巻く環境や今後の変化を踏まえたまちづ

くりの課題を以下のとおり整理します。

■　地域コミュニティの再構築

自治会・町内会などの地縁組織やその活動は衰退する傾向にあり、これまで地域が担っていた助けあい・支えあ

いなどの共助（相互扶助）の機能やしくみの弱体化が進んでいます。

一方、地域福祉の推進や子どもの見守り、防犯・防災、高齢者や障害者の支援など、地域が抱える課題は多様化

してきており、行政だけではこれらの課題の解決につなげることはむずかしく、地域の力が発揮できる地域コミュ

ニティの再構築が求められています。

また、東日本大震災では、生命や生活を守るための助けあい・支えあいなど、地域の連携や協力の重要性が再

認識されました。

そのため、地域活動に関する情報提供や啓発活動、機会の提供などを積極的に進めることで、各地域で活動す

る地域組織を活性化させることや、地域の生活や活動にかかわる学校、企業、行政機関、ＮＰＯ、市民活動団体な

どの横の連携による自助・共助（相互扶助）の機能を強化させつつ、地域課題解決のためのしくみづくりを進める

必要があります。

■　地域の自立と行財政改革の推進

本市は、これまで合併に伴う財政支援や職員定数の削減などにより、財政効果を最大限に活かしたまちづくり

を進めてきました。しかし、特例的な財政支援が段階的に縮減する中、社会経済情勢の変化や雇用情勢などの影

響により、人口は増加しているものの市税収入は伸び悩んでいます。

さらに、社会保障関係経費の増加、新たな課題への取組や多様化する市民ニーズへの対応などによる財政の硬

直化は今後一層進むことが想定されます。

また、地方分権改革の進展による「地域のことは、地域が決める」という取組が進み、地域の自主性、自立性は増

大する中、これまで以上に戦略的な自治体経営が求められており、政策立案の視点を高めつつ、厳しい財政状況の

もとで安定した行政運営を進めるため、限られた行政資源を重要な施策に重点的に配分する「選択」と「集中」を

行い、行財政改革をさらに推進する必要があります。

特に、合併時からの課題である公共施設の適正配置・有効活用については、市域全体を見渡した上で、必要性や

機能面などを検討し、計画的に対応する必要があります。

5. まちづくりの課題
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■　少子高齢化への対応と協働によるまちづくり

本市における14歳以下の年少人口は、平成23（2011）年10月１日時点の25,310人から平成35（2023）年には

21,770人（14％減）にまで大きく減少する見込みです。その一方で、65歳以上の高齢者は、平成23（2011）年10月

１日時点の40,668人から平成27（2015）年の48,158人に急激に増加した後、ゆるやかな増加傾向となり、平成35

（2023）年には50,377人まで増加すると予測されています。高齢者の人口に対する割合（高齢化率）は、平成23

（2011）年の20.5％から平成35（2023）年には25.4％に達するとされています。

このように、少子高齢化は一段と加速することが予測されており、子どもを育てやすく、高齢者なども安心して暮らせ

る環境の整備や、積極的に社会に参加していきいきと暮らせるまちづくりを推進することが大切です。

本市では、市民参加の機会を積極的に提供することで、市民との協働によるまちづくりを推進してきました。

地域社会に対する市民の参加意識の高揚は、ＮＰＯや市民活動団体などの誕生につながり、福祉や環境の分野など

で多くの活動が実施されています。

今後もＮＰＯや市民活動団体などによる活動が展開され、市民とともにまちづくりを進めることが求められてい

ます。

■　みどりの保全と低炭素社会づくりの推進

本市は都心に近いながらも農地や屋敷林などが残されており、比較的みどりに恵まれていますが、都市開発などが

進み、みどりは年々減少する傾向にあります。

みどりは憩いややすらぎを与えるばかりでなく、地域の生態系の維持や地球レベルの環境問題の解決にも寄与する

貴重な資源であるため、今後も保全に努める必要があります。

また、近年の環境問題は、大気汚染や水質汚濁、騒音、振動などの身近な問題だけでなく、地球温暖化など、地球

規模で深刻化しています。

地球温暖化対策については、国や東京都から低炭素社会づくりをめざした二酸化炭素（CO2）排出量の削減に向け

た取組が示され、市民や団体、事業者などの環境意識の高揚もみられますが、今後も省資源・省エネルギーの促進や

再生可能エネルギーの普及など、低炭素型ライフスタイルへの転換が求められています。

■　都市基盤整備と防災・防犯対策の推進

本市は、幹線道路などの整備水準が低いことから、通過車両が住宅地に入り込むなどの問題が生じており、幅員の

狭い生活道路は、歩行者や自転車にとって危険であり、防災面や緊急時の対応にも課題があると考えられます。

都市計画道路は、交通の円滑化、快適な歩行空間の確保、通過車両の流入抑制、防災性の向上などの多様な機能を

もっています。このような都市計画道路をはじめ、生活道路を含めた体系的で、利便性、安全性、防災性の向上を図る

ことができる道路の整備が求められています。

また、長期的な取組として、危険な踏切を解消し、道路交通の遮断を解消する一体的なまちづくりを進めるための

鉄道連続立体交差化などについての検討が求められています。
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雨水
いっすい

水対策については、近年、市内の浸水被害は減少していますが、引き続き計画的な雨水管整備や貯留施

設などの整備が求められています。

平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災や、今後、南関東地域での直下型地震発生への懸念から、市民

の安全・安心に対する意識は高まっています。

公共施設の耐震化や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化などを進めることで、災害に強いまちづくりをめざす

とともに、公助による防災対策だけではなく、市民や団体などが行政や関係機関と連携し、地域ぐるみで自助や共

助による防災対策を推進する必要があります。

また、近年、振り込め詐欺やインターネット犯罪などの新たな犯罪も発生しており、地域での子どもや高齢者の

見守りなど、市民や関係機関と連携した防犯対策をさらに推進する必要があります。

■　産業の振興と地域経済の活性化

世界的な経済の停滞や東日本大震災による消費活動や生産活動の落ち込みは、本市においても税収の減少だ

けではなく、市民生活や雇用などにも少なからず影響があると考えられます。

そのため、時代のニーズに即した産業振興のための取組や市外からの集客の向上につながる取組、市内事業者

数の向上のための起業しやすい環境整備の取組などにより、税収の増加につなげるとともに、新たな雇用を生み出

し、地域経済を活性化することが求められています。

また、住宅都市としての特徴を考慮した上で、地域と調和できる産業施策を推進しつつ、農業・商業・工業の連携

強化による相乗効果も発揮できるような、特色あるまちづくりを進めることが求められています。

■　まちの魅力の向上と内外へのアピール

本市は江戸時代に青梅街道の宿場町として栄えた長い歴史を有するとともに、関東地方でも有数の規模を誇る

下
した

野
の

谷
や

遺跡などの文化財があります。また、東大生態調和農学機構の農場や演習林などのみどりが今でも武蔵野

の面影を残しています。

その一方で、区部に隣接し都心に近く、通勤・通学にも便利な住みやすい住宅都市としての顔を持つとともに、

複数の大学や企業が立地し、世界最大級の先進的なプラネタリウムを擁する多摩六都科学館もあり、多くのＮＰＯ

や市民活動団体が主体的に活動するなど、さまざまな魅力的資源を有しています。

これらのまちの魅力を向上させることは、そこに暮らす人々に元気を与えるとともに、にぎわいが生まれ、まちへ

の愛着となり、新たな「まちの顔」をつくることにもつながります。

今後は、新たな価値を見出しながら、人や企業、各種団体などと連携し、市内に存在する多くの価値（ひと・も

の・こと）を市内外にアピールするなどの取組を計画的な視点に立って進める必要があります。
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6. まちづくりの方向

わたしたちの望み〔基本理念〕

「わたしたちの望み〔基本理念〕」及び「理想のまち〔将来像〕」を踏まえ、「まちづくりの課題」を解決するため、６つ

のまちづくりの方向と13の分野を次のとおり位置づけます。

4つの理想のまち〔将来像〕

やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽しむ
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みんなでつくるまちづくり
みんなが輝き魅力あるまちを築くためには、人と人、人と地域がつながることが必要です。
市民一人ひとりの人権が尊重され、平和を尊び、国籍・性別、障害の有無などによって差別されることのな
い平等な社会の構築を進めます。
また、今まで以上に地域や協働の視点を重視しつつ持続可能で自立的な自治体経営を進めます。

創造性の育つまちづくり
市民一人ひとりが輝き、心豊かに暮らすことができるまちであることが望まれます。次世代を担う子どもた
ちが個性を伸ばしながら健やかに育つために、学校教育の充実や安心して子育てできる環境を整え、学校・家
庭・地域の連携による育ちを支援します。
また、だれもが生涯にわたり学び、文化芸術にふれ、スポーツ・レクリエーションに親しむことのできるまち
づくりを進めます。

笑顔で暮らすまちづくり
わたしたちは健康で生きがいのある豊かな人生をおくりたいと願っています。住みなれた地域でいつまでも
笑顔で暮らすために、地域やＮＰＯ・市民活動団体及び関係機関と連携しながら、保健・福祉・医療の一体的
なサービス提供を図り、安心していきいきと健康に暮らすことのできるまちづくりを進めます。

環境にやさしいまちづくり
やすらぎをもたらす自然環境と、安全で持続可能な生活環境を次世代に引き継いでいく必要があります。
市民と事業者、行政が協力して、みどりの保全や環境にやさしい低炭素社会づくりを推進し、環境負荷の少

ない循環型社会のしくみを整えて、良好な環境を保全するまちづくりを進めます。

安全で快適に暮らすまちづくり
わたしたちが安全に安心して暮らせる都市基盤の整備が必要です。
市民が快適に暮らせるよう、住みやすい住環境の整備や利便性の高い道路・交通網の整備を進めます。
また、市民一人ひとりの防災や防犯意識を高め、市民や地域が参加する防災・防犯対策を充実させて、市民

が安全に暮らせるまちづくりを進めます。

活力と魅力あるまちづくり
わたしたちのまちが活力に満ちて魅力あふれるためには、地域産業の振興や地域資源の活用が必要です。
地域資源を活かしてまちの活力や魅力を向上させ、市内外に広くアピールすることにより、人の交流を増や

すとともに、農業・商業・工業の連携や事業者間の連携を充実させて新たな産業の育成やにぎわいと活気のあ
る魅力的なまちづくりを進めます。
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まちづくりの方向 分　野 施策名

み-１-１ 市民主体のまちづくりの推進 

み-１-２ 協働のまちづくりの推進 

み-２-１ 人権と平和の尊重 

み-２-２ 国際化の推進 

み-２-３ 男女平等参画社会の推進 

み-３-１ 開かれた市政の推進 

み-３-２ 健全な自治体の経営 

み-1

み-2

み-3

創-１-１ 子どもの参画の推進

創-１-２ 子育て支援の拡充

創-１-３ 学校教育の充実

創-２-１ 生涯学習環境の充実

創-２-２ 学習活動の推進

創-２-３ 生涯スポーツ・
       　  レクリエーション活動の推進

創-２-４ 文化芸術活動の振興

創-1

笑-１-１ 地域福祉の推進 

笑-１-２ 高齢者福祉の充実 

笑-１-３ 障害者福祉の充実 

笑-１-４ 社会保障制度の運営 

笑-１-５ 暮らしの相談機能の充実 

笑-２-１ 健康づくりの推進 

笑-２-２ 高齢者の生きがいづくりの充実 

笑-２-３ 障害者の社会参加の拡大 

笑-1

笑-2

みんなでつくるまちづくり

創造性の育つまちづくり

笑顔で暮らすまちづくり

創-2

みんなが輝き活躍するまちを実現するために 

一人ひとりが尊重される社会を構築するために

市民が満足し持続発展するまちであるために 

創造性豊かな子どもたちが育つために 

だれもが地域で安心して暮らすために

いつまでも健康で元気に暮らすために

多様な学びと文化・スポーツが息づくために

まちづくりの方向体系一覧
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まちづくりの方向 分　野 施策名

環-１-１ みどりの保全・活用

環-１-２ みどりの空間の創出

環-２-１ 環境意識の向上

環-２-２ 循環型社会の構築

環-２-３ 生活環境の維持

環-２-４ 地球温暖化対策の推進

環-1

環-2

安-１-１ 住みやすい住環境の整備

安-１-２ 道路・交通網の整備

安-２-１ 災害に強いまちづくり

安-２-２ 防犯・交通安全の推進

安-２-３ 危機管理体制の整備

安-1

安-2

活-１-１ 産業の振興

活-１-２ 新産業の育成

活-２-１ まちの魅力の創造

活-1

活-2

環境にやさしいまちづくり

安全で快適に暮らすまちづくり

活力と魅力あるまちづくり

みどりの保全と創出を進めるために 

持続可能な環境に配慮した社会を
確立するために

快適で魅力的な都市空間で暮らすために

安全なまちづくりと暮らしのために

まちの産業が活力を発揮し活躍するために

地域性を活かして人が集う魅力的な
まちになるために
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みんなでつくるまちづくり

み-1 　みんなが輝き活躍するまちを実現するためにみんなが輝き活躍するまちを実現するために

市内に暮らし活動している人やこれから何かの活動をしたいと考えている人などにとって、目標や生きがいを
もち、人との交流や地域での活動が自由にできるしくみが重要です。自由な活動や人との交流の機会は、多くの
人の活躍する場を生み出し、みんなが輝くためのひとつのステップとなります。
本市では、市民参加条例、市民活動団体との協働の基本方針や地域コミュニティ基本方針を作成し、市民と市
との協働によるまちづくりや地域コミュニティの再構築を推進しており、市民協働の機会が広がっています。
また、市民のまちづくりへの意識の向上、地域コミュニティ強化の取組、ボランティア活動の推進、市民への
必要な情報や機会の提供など、市民の行動や活動を促すためのサポートも大切な要素となります。一人ひとり
の行動とそれをサポートする力が広がり、人と人、人と地域がつながることで、人々が支えあうコミュニティが生
まれ、人も地域も活かし、活かされる、「みんなが輝き活躍するまち」の実現をめざします。

み-2 　一人ひとりが尊重される社会を構築するために一人ひとりが尊重される社会を構築するために

わたしたちのまわりには、さまざまな人が暮らし、働き、学び、支えあって生活をしています。一人ひとりはかけ
がえのない存在であり、人種、国籍、性別、年齢、信条、社会的身分などによって差別されることなく、平等に扱
われなくてはなりません。そのため本市は、人権が尊重され、平和を尊ぶ社会をめざします。
また、国際化の進展に伴い市内に暮らす外国人が地域でより快適な生活をおくれるよう、生活支援や行政

サービスの充実に努め、多文化共生社会の形成をめざします。
男女平等推進センターの機能の充実を図り、男女平等参画社会についての市民の理解を深める取組を進めます。

み-3 　市民が満足し持続発展するまちであるために市民が満足し持続発展するまちであるために

持続発展するまちであるためには、健全な自治体としての経営と開かれた市政運営に基づいた、市民ととも
に進めるまちづくりが必要です。
市の施策や事業などをわかりやすく市民に知らせる広報や市政の情報公開に努めるとともに、市民の意見を
聴くための広聴機能の充実を図ります。
市民への情報提供や行政手続などにおいては、パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの身近で簡便な手

段が使えるような新たな取組の検討を進めます。
今後の市の財政状況は一段と厳しさを増すことが想定されているため、行財政改革のさらなる推進や行政評
価制度の評価・検証を踏まえた事業の重点化や効率化などを積極的に推進するとともに、関連自治体との広域
連携による取組や市民と同じ視点に立ち、協働によるまちづくりを実践する分権時代に対応した市職員の育成
に努めるなど、さまざまな取組により持続可能で自立的な自治体経営を進めます。
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創造性の育つまちづくり

創-1 　創造性豊かな子どもたちが育つために創造性豊かな子どもたちが育つために

少子化、核家族化が進む中、学校、家庭、地域における子ども同士のふれあいや子どもと地域住民、親と
のふれあいが希薄になっているといわれています。また、学校におけるいじめや体罰、家庭における児童虐
待などが社会問題となっています。
子どもたちが創造性豊かに育つためには、学校などでの学びや遊びに加え、他世代とのかかわりや、地域

社会とのつながりをもつことが大切です。
地域において、子どもたちが主体的にさまざまな活動に参加することによる子どもの育ちを支援する環
境づくりを進めるとともに、活動の場の確保や他世代との交流の機会づくりを進めます。
ＮＰＯや市民活動団体、関係機関などと連携して子育て家庭を支援するためのサービスや保育園、学童ク
ラブなどの環境整備、支援体制の強化を図るとともに、これから社会で活躍していく若者に注目した支援
体制の構築を図ります。
また、子どもたちがのびやかに学べるように、学校教育環境を向上させるとともに、いじめ、不登校、ひき
こもりなどの問題に対しては迅速かつ適切に対応していきます。

創-2 　多様な学びと文化・スポーツが息づくために多様な学びと文化・スポーツが息づくために

自分自身の能力の向上や心の豊かさを高めるために、学校教育以外の場での学習機会や文化芸術やス
ポーツ活動に親しめる環境づくりが求められています。
本市では、だれもが生涯を通して学習したり、芸術にふれたり、文化活動やスポーツ・レクリエーション活
動が行えるように、学習活動や公民館活動の支援、図書館サービスの高度化及び利用環境の向上、文化芸
術活動の支援、文化財の保護、スポーツ環境の整備などに努めます。
また、発表などの機会を通して、市民の学習や活動の成果を地域に還元し、地域における市民の交流を
進めます。
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笑顔で暮らすまちづくり

笑-1 　だれもが地域で安心して暮らすためにだれもが地域で安心して暮らすために

一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯、障害者世帯が増加しています。
高齢者や障害者がいつまでも安心して住みなれた地域で笑顔で暮らすことができるよう、地域福祉の充実を
図る必要があります。
福祉サービスの形態やしくみが変化する中、利用者が主体的にサービスの選択ができるように、福祉サービ

スの充実や地域基盤の整備、介護予防の強化などが求められています。
また、高齢者や障害者などが孤立しないように、地域における見守りの体制を整えるとともに、地域福祉への
理解向上を図るための情報提供を行うことも重要です。
そのため、家庭と民生委員や児童委員とのコミュニケーションの充実を図るとともに、社会福祉協議会や
ＮＰＯ、市民活動団体、福祉事業者などの関係機関との連携を強化し、生活のための相談、アドバイスなどの
サポート体制を充実させ、だれもが笑顔で安心して暮らせるしくみの構築をめざします。

笑-2 　いつまでも健康で元気に暮らすためにいつまでも健康で元気に暮らすために

だれもが健康で生きがいをもって暮らし、人と交流し、自ら活躍できるしくみや環境が整った地域の実現
が求められています。
市民が元気に暮らすためには、健康づくりが不可欠です。健康で自立した生活をおくることができるよう、
市民の健康づくりをサポートするとともに、高度医療や救急医療などにも対応した地域の保健・福祉・医療
の連携による効果的なサポート体制を構築し、関係機関との広域的な連携の向上を図ります。
また、高齢者や障害者が生きがいをもって暮らし、地域コミュニティの一員として地域活動や就労ができ
るよう、さまざまな支援の充実を図るとともに、地域において支えるしくみの構築をめざします。
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環境にやさしいまちづくり

環-1 　みどりの保全と創出を進めるためにみどりの保全と創出を進めるために

まちのみどりはわたしたちの暮らしや生活にやすらぎをもたらします。
本市は、都心に近いながらも比較的みどりに恵まれていますが、都市開発が進むことによるみどりの減少

も懸念されており、貴重な財産であるみどりを保全しながら魅力あるまちづくりを進めることが必要です。
市民参加によるみどりを保全するしくみや公園や緑地などの充実を進めるとともに、道路や公共施設の

緑化の推進などにより、みどりの空間の創出を図ります。
また、日常の生活の中で自然や生物とふれあえるような人と自然環境の共生したまちづくりをめざし、み
どりを豊かに感じることのできる魅力ある景観づくりにも取り組みます。

環-2 　持続可能な環境に配慮した社会を確立するために持続可能な環境に配慮した社会を確立するために

大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、ごみ対策などの身近な環境問題や、地球温暖化などの地球規模の
問題は、わたしたちの生活や事業者の経済活動から生じる環境負荷に起因します。
地域における環境保全を進めるためには、市民のライフスタイルや事業者の経済活動を見直し、社会
全体で環境負荷の削減に取り組むことが必要です。
本市は、市民や事業者の環境意識を高めて環境に配慮した行動の促進を図りつつ、大気や水質などの
地域の環境を保全するほか、ごみの発生抑制、再使用、再生使用を促進し、資源の効率的な利用による
循環型社会の構築に取り組みます。
また、地球温暖化防止のため、省資源・省エネルギーを進めるとともに再生可能エネルギーの導入や活
用により低炭素型のまちをめざします。
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安全で快適に暮らすまちづくり

安-1 　快適で魅力的な都市空間で暮らすために快適で魅力的な都市空間で暮らすために

地域と調和のとれたまちなみは、だれにとっても利用しやすく住みよいまちであるとともに、愛着や誇りのも
てるまちとなります。住み心地のよい住環境を確保し、市民が安全で快適に暮らせるまちをめざして、地域の特
徴を活かしたまちづくりを進めます。
また、生活道路と幹線道路などの整備、安全で歩きやすい道路環境や交通網の整備によりユニバーサルデ

ザインの配慮を行うとともに、老朽化が進む都市基盤については、計画的な更新や長寿命化に取り組みます。
コミュニティバス「はなバス」の運行については、引き続き効率的な運営に努める必要があります。
多くの人が集まる駅周辺については、地域の特色を活かしつつ、快適な都市整備を進め、市外からの集客に
つながるような特徴あるまちづくりに取り組みます。

安-2 　安全なまちづくりと暮らしのために安全なまちづくりと暮らしのために

東日本大震災を契機に、災害に強いまちづくりに対する市民の要望が高まっています。
行政による公助だけではなく、市民自らによる自助や地域による共助の意識の向上、防災基盤の整備や防
災訓練、災害時を想定した迅速な対応の検討などを進め、市民や団体などと行政や関係機関が連携した防
災対策に取り組みます。
また、地球温暖化や異常気象の影響などから、都市における豪雨や台風に起因する都市型水害も懸念さ

れています。このような都市型水害への対策として、
いっすい

水地域の解消に引き続き取り組み、安全に暮らせる

まちづくりをめざします。
防犯や交通安全の面では、地域の生活や活動にかかわる学校、企業、行政機関、ＮＰＯ、市民活動団体な

どが連携して、地域の絆づくりや助けあいの意識を育み、犯罪や交通事故などの起きにくいまちづくりに取り
組みます。
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活力と魅力あるまちづくり

活-1 　まちの産業が活力を発揮し活躍するためにまちの産業が活力を発揮し活躍するために

農業では、後継者不足や農地の相続に関する税制の影響などにより、農家数や農地面積は減少する傾向
にあります。そのため、持続可能な農業経営の促進や生産性の向上、農地の保全への取組のほか、都市と農
業が共生するまちづくりのさらなる展開が求められています。
商業では、商店街の衰退や商店の廃業による空き店舗がみられるなどの厳しい状況や近隣地域への大型
小売店舗の進出などがあり、地域のにぎわいの創出による経済の活性化が強く求められています。そのた
め、地域の特色を活かした魅力ある商店街づくりや商店に対する経営相談の充実などを図る必要があり
ます。
工業では、大規模工場の撤退や縮小などにより事業所が減少しており、独自技術を活かした事業展開の
強化や事業者間の連携が求められています。
そのため、既存産業の新たな発展への支援、時代に対応した新産業が展開しやすい環境づくり、次世代
の農商工業者の育成や支援、産学公の連携などを推進し、地域経済の活力の創出を図るとともに、新たな
雇用の創出や地域労働環境の向上をめざします。

活-2 　地域性を活かして人が集う魅力的なまちになるために地域性を活かして人が集う魅力的なまちになるために

本市は、交通の便がよく都心に比べて比較的みどりも多く残されているという地域性をもっています。
また、自然や歴史・文化などの地域資源を多く有しており、その魅力を市内外に広くアピールすることが
求められています。
市内に存在する資源の新たな発掘や魅力の再発見などを市民とともに進め、これらの地域資源を活用
することで、市内外の人々が集う魅力的なまちになるための施策を推進します。
また、地域の魅力を市内外に発信するために、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）などの新
たな情報通信技術を活用した取組を進めます。
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